
平成２７年４月から「子ども・子育て支援新制度」が開始されます。

新制度は，保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本

認識のもとに，幼児期の教育・保育，地域の子ども・子育て支援を総合的

に推進することを目指した制度です。

宇都宮市 保育課

平成26年10月

支給認定申請のご案内



※「保育標準時間」と「保育短時間」では，利用できる時間が異なり，利用料も異なります。
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（２） 認定区分の基準
２号認定及び３号認定の支給認定にあたっては，保護者の申請に基づき，以下の２点の基準で認定します。

フルタイム就労を想定した利用時間（最長１１時間）
※利用できる保護者の就労時間の下限は１か月あたり１２０時間です。

※①保育を必要とする事由において，イ，ウ，オ，クに該当する場合，保育標準時間となります。

パートタイム就労を想定した利用時間（最長８時間）
※利用できる保護者の就労時間の下限は１か月あたり６４時間です。
※①保育を必要とする事由において，カ，ケに該当する場合，保育短時間となります。

②保育の必要量

①保育を必要とする事由
ア １か月当たり６４時間以上労働することを常態していること

イ 妊娠中であるか又は出産後間がないこと

ウ 保護者が疾病・負傷，精神もしくは身体に障がいを有していること

エ 同居の親族（長期間入院等している親族を含む）を常時介護又は看護していること

オ 災害復旧にあたっていること

カ 求職活動（起業準備を含む）を継続的に行っていること

キ 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）していること

ク 虐待やＤＶのおそれがあること

ケ 育児休業取得時に，既に保育を利用しているお子さまがいて継続利用が必要であると認められること

コ その他，上記に類する状態として市が認める場合
※世帯の状況や同居の親族がお子さまを保育できる場合，利用の優先度を調整します。

教育・保育施設（認定こども園や幼稚園，保育所）及び地域型保育事業（家庭的保育事業，小規模保育事業
等）を利用する場合，保護者の申請により，支給認定（保育の必要性の認定）を受ける必要があります。

ただし，給付対象施設に移行しないこれまで通りの幼稚園を利用する場合は認定を受ける必要はありません。

１ 支給認定について

（１）支給認定区分

お子さまが満３歳以上で，
教育のみを希望される場合

【有効期間】

効力発生日から小学校就学の

始期に達する前日まで

【利用施設】

認定こども園，幼稚園

（教育標準時間認定）

お子さまが満３歳以上で，

「保育を必要とする事由」に該当し，

教育と併せて保育を希望される場合

【有効期間】
効力発生日から小学校就学の

始期に達する前日まで

【利用施設】

認定こども園，保育所

（満３歳以上児・保育認定）

お子さまが満３歳未満で，

「保育を必要とする事由」に該当し，

保育を希望される場合

【有効期間】
効力発生日から満３歳に達する日の
前日まで

【利用施設】

認定こども園，保育所，地域型保育事業

（満３歳未満児・保育認定）

１号認定 ２号認定 ３号認定

保育短時間認定（最大利用可能時間は8時間）

保育標準時間認定（最大利用可能時間は11時間）

教育標準時間認定

延長保育

18:007:00 10:00 14:00

延長保育

9:00

延長保育

一時預かり一時預かり

それぞれの世帯の就労実態等に応じて，
認定の範囲内で利用することになります。
保育短時間は施設ごとに決定するもので，
利用時間によって延長保育がかかる場合も
あります。
※右記はあくまでもイメージであり，すべて
の施設等の開始・終了時間となるわけでは
ありません。

17:00保育の必要量のイメージ

※ ２号，３号認定区分において，保育を必要とする事由によっては，有効期間が異なります。
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保護者 施設 宇都宮市

認定こども園や保育所，地域型保育事業を利用したい（保育が必要な場合）

保護者 施設（事業） 宇都宮市

市に入所の申込をします
(支給認定申請を同時にします)

市が利用調整を行います

（入所選考）

認定証を受け取ります

入園の申込みをします

施設を通して支給認定申請をします

認定証を受け取ります

認定こども園や幼稚園を利用したい（満３歳以上児で教育のみを希望する場合） １号認定

認定こども園
幼稚園

給付対象

幼稚園
給付対象に

移行しない

保育所認定こども園
地域型

保育事業

利用調整の結果を通

知します
通知を受け取ります

認定こども園，地域型保育事業を利

用する場合は，保育料は施設（事

業）に支払います

支給要件の審査をして，

認定証を交付します
施設を経由して認定証を交付します

支給認定は必要ありません

施設が定める選考方法で，入園を内定します

保育料を支払います 保育料を受領します

保育を必要とする旨が分かる書類

（勤務証明書など）を提出します

入所申込み受付

(認定申請受付)

支給要件の審査をして，

認定証を交付します

保育料を受領します

保育料を受領します

保育所を利用する場合は，保育料は

市に支払います（※市外の公立保育

所を利用する場合は当該保育所に支

払います）

※利用調整業務

保育を必要とする旨が分かる書類に基づき

優先順位を決定し，入所者の調整を行います

２号認定 ３号認定

【必要書類】 【提出先】

支給認定申請書 内定した認定こども園，幼稚園

【必要書類】 【提出先】
支給認定申請書・入所（園）申込書 保育課（市役所２階），各認定こども園，各保育所，

地域型保育事業，各地域自治センター，
平石・富屋・姿川地区市民センター

（３） 利用手続きの流れ
新制度における，幼稚園や保育所などを利用する際の手続きが変わります。

ただし，給付対象施設に移行しない幼稚園などは今までどおりの手続きです。

※ 認定証は申請受付日から３０日以内に交付することとなっていますが，４月入所の

場合は認定事務が集中するため審査に時間を要することから，認定証の交付は利用調

整の結果とともに，お知らせする場合があります。

通知を受け取ります
保育料の決定を通知

します

施設経由可

通知を受け取ります
保育料の決定を通知

します（幼稚園（給付対

象に移行しない）は除

く）
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認定こども園と幼稚園，認定こども園と保育所を併願したい場合

保護者 施設（事業） 宇都宮市

市に入所の申込をします
(支給認定申請(２号)を同時にします)

市が利用調整を行います

認定証（２号）を受け取ります

※１号認定証を先に受けている

場合は，認定証の返還をします

保育所認定こども園

利用調整の結果を通

知します通知を受け取ります

認定こども園を利用する場合は，保育

料は施設に支払います

保育を必要とする旨が分かる書類

（勤務証明書など）を提出します

入所申込み受付

(認定申請受付)

支給要件の審査をして，

認定証を交付します

※１号認定を先に受けて

いた場合

→２号認定に切替

保育料を受領します

保育料を受領します
保育所を利用する場合は，保育料は

市に支払います（※市外の公立保育

所を利用する場合は当該保育所に支

払います）

※利用調整業務

保育を必要とする旨が分かる書類に基づき

優先順位を決定し，入所者の調整を行います

１号認定 ２号認定

【必要書類】 【提出先】
支給認定申請書・入所（園）申込書 保育課（市役所２階），各認定こども園，各保育所

各地域自治センター，平石・富屋・姿川地区市民センター

通知を受け取ります

入園の申込みをします

施設を通して支給認定申請(１号)をします

認定こども園
幼稚園

給付対象

幼稚園
給付対象に

移行しない

支給認定受付を行います

支給認定は必要ありません

施設が定める選考方法で，入園を内定します

１号認定

２号認定

保育料の決定を通知します

施設経由可

※利用調整の結果，保育施設等に入

所できなかった場合，２号認定証を

添付のうえ，支給認定区分変更申請

（２号→１号）をします

支給認定受付を行います

支給要件の審査をして，

１号認定証を交付します

認定証を受け取ります
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今，利用していている認定こども園や幼稚園，保育所を引き続き利用したい （在園児）

保護者 施設 宇都宮市

施設を通して支給認定申請をします

認定証及び通知を受け取ります

施設が申請書を取りまとめて市に提出します
支給要件の審査をして，

認定証を交付します
施設を経由して認定証を交付します

保育所
幼稚園

給付対象
認定こども園

【必要書類】 【提出先】
（１号認定） （１号認定）
支給認定申請書 利用している認定こども園，幼稚園

（２号３号認定） （２号３号認定）
・支給認定申請書・入所（園）継続申込書 利用している認定こども園，保育所，地域型保育事業
・保育を必要とする状況の確認書類

通知を受け取ります 保育料の決定を通知します

・ ３号認定の有効期限は，満３歳に達する日の前日とされているため，有効期限終了前までに，市より

２号認定の認定証を送付いたします。

（※特に，申請書等は必要ありません。）

・ ３号認定の支給認定証を回収します。（市に直接又は施設経由）

・ 年度途中の認定こども園（３号）→認定こども園（１号）の受入れについては，施設での調整になります。

・ 施設を通して，「認定区分変更申請書」を提出します。
※ ３号認定の支給認定証を添付します。

・ １号認定の支給認定証を交付します。（施設経由）

・ 入園申込を施設に提出し，施設の定める選考方法にて内定します。
・ 施設を通して，「認定区分変更申請書」を提出します。

※ ２号認定の支給認定証を添付します。（施設経由）
・ １号認定の支給認定証を交付します。（施設経由）

※ ただし，３月末まで２号として入園しているため，１号認定証の交付時期については，４月初旬
になる予定です。

・ ２号→１号の受入れについては，施設での調整になります。

・ 施設を通して，「認定区分変更申請書」を提出します。
※ ２号認定の支給認定証を添付します。（施設経由）

・ １号認定の支給認定証を交付します。（施設経由）
※ ただし，３月末まで２号として入園しているため，１号認定証の交付時期については，４月初旬

になる予定です。

・ 「認定区分変更申請書」を提出します。

※ １号認定の支給認定証を添付します。（市に直接又は施設経由）
・ ２号認定の支給認定証を交付します。（市から直接又は施設経由）

・ 利用調整を行い，結果を通知します。（市から直接）

（４） 支給認定区分の変更

① ３号認定→２号認定へ変更

② ３号認定→１号認定へ変更

③ ２号認定→１号認定へ変更
ア 保育所→認定こども園（１号）又は幼稚園に希望する場合（４月切替時）

イ 認定こども園（２号）→認定こども園（１号）へ変更（４月切替時）

④ １号認定→２号認定へ変更（年度途中又は４月切替時）
ア 幼稚園→認定こども園（２号）又は保育所を希望する場合（年度途中又は４月切替時）

イ 認定こども園（１号）→認定こども園（２号）に変更する場合（年度途中又は４月切替時）
手順は③のイと同様です。

施設を通して現況届を提出します
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地域型保育事業では，原則０歳から２歳までのお子さまが対象となりますので，地域型保育事業の

「小規模保育」や「家庭的保育（保育ママ）」には，卒園後の通い先を確保するため，「連携施設」

（認定こども園や幼稚園，保育所）を設定することになっております。
このため，「連携施設」において，卒園後に引き続き保育を希望される場合の円滑な利用を図って

いきます。また，満３歳以上児のお子さまが小規模保育等で引き続き保育を必要とすると市が判断し
た場合は，満３歳以降も利用できることがあります。

Ｑ 「保育標準時間」と「保育短時間」の区分って就労以外はどうなるの？

Ｑ 子どもが満３歳以上の場合，地域型保育事業は利用できないの？

Ｑ 現在，共働き家庭で，子どもを幼稚園に入園させるか保育所に入所させるか迷っている
ため，併願したいけど，『教育標準時間認定』（１号認定）と『満３歳以上・保育認定』
（２号認定）のどちらの認定を最終的に受ければいいの？

Ｑ 今，家庭で子どもの育児をしていて，保育を必要とする事由に該当しないけど，育休復帰

を見越して先に支給認定の申請は可能ですか。

保育の必要性の認定についてのＱ＆Ａ

保育所入所を希望する前に，支給認定申請を行うことは可能です。書類に必要事項を記入していた
だき，預かり可能な場所に御提出ください。その後，育休復帰にあわせて，入所の申込をお願いいた
します。

保育所の利用も希望されているため，まずは，『満３歳以上・保育認定』（２号認定）を受けて
いただき，その後，幼稚園に入園することになった場合は，速やかに，『教育標準時間認定』
（１号認定）を受け直していただくことになります。

Ｑ 夫はフルタイムで働いていて，私は，９時から１５時まで，週３日働くことが決まって
います。１歳の子どもを預けたいと考えているけど，認定区分はどうなるの？

奥様の１か月当たりの勤務時間等が，１２０時間未満であるため，認定区分は３号認定のうち，
『保育短時間認定』になるものと思われます。本市においては，現在，保育所入所の申し込みに
あたり，「１日４時間以上週４日以上」働いていることを最低要件としておりますが，新制度に
おいては，１か月あたり６４時間以上の就労を常態としていることが最低要件となります。

Ｑ 子どもが５月で３歳になり，認定区分が３号から２号に切り替わりますが，保育料も変更
になるのでしょうか？

年度途中に３号認定から２号認定に変更となった場合，年度内における保育料は３号認定の階層区
分が適用され，新年度より２号認定の区分に切り替わります。

Ｑ 年度途中に，利用施設を幼稚園（１号）から保育施設等（２号）に変更した場合，保育料
は変更になるのでしょうか？

年度途中に１号認定から２号認定に変更となった場合，変更の翌月から保育料が変更となります。

親族の介護・看護や学校等に在学していること又は職業訓練等を受けていることは「保育標準時間」
と「保育短時間」の区分を設けるとしています。ただし，「妊娠，出産」，「災害復旧」，「虐待や
DVのおそれがあること」の事由については「保育標準時間」とし，「求職活動」，「育児休業中の
継続」は「保育短時間」とします。


